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1. この発行登録目論見書が対象とする社債 600,000 百万円の発行登録については、当社

は金融商品取引法第 23 条の 3 第 1 項の規定により、発行登録書を 2025年 8 月 27日に

関東財務局長に提出し、2025年 9 月 4日にその効力が生じております。

2. この発行登録目論見書に記載された内容については、訂正が行われる場合があります。

また、参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わる場合があります。

3. この発行登録目論見書にもとづき社債を取得される場合には、発行登録追補目論見書

を交付いたします。



【表紙】

【発行登録番号】 7－関東　1

【提出書類】 発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年8月27日

【会社名】 三菱ＨＣキャピタル株式会社

【英訳名】 Mitsubishi HC Capital Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日（2025年9月4

日）から2年を経過する日（2027年9月3日）まで

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　600,000百万円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス

（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス

（大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店

（横浜市西区北幸一丁目11番5号）



第一部【証券情報】

第１【募集要項】
　以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は

「発行登録追補書類」に記載します。

１【新規発行社債】

未定

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

未定

（２）【手取金の使途】

リース物件および割賦販売物件購入資金、投融資資金、設備資金、借入金返済資金、社債（短期社債含む）

償還資金、貸付資金ならびに運転資金等に充当する予定であります。

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

　



第二部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す

ること。

１【有価証券報告書及びその添付書類】

(1) 事業年度　第54期（自2024年4月1日　至2025年3月31日）　2025年6月25日　関東財務局長に提出

(2) 事業年度　第55期（自2025年4月1日　至2026年3月31日）　2026年6月30日までに関東財務局長に提出予定

(3) 事業年度　第56期（自2026年4月1日　至2027年3月31日）　2027年6月30日までに関東財務局長に提出予定

２【半期報告書】

(1) 事業年度　第55期中（自2025年4月1日　至2025年9月30日）　2025年11月14日までに関東財務局長に提出予定

(2) 事業年度　第56期中（自2026年4月1日　至2026年9月30日）　2026年11月16日までに関東財務局長に提出予定

３【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2025年8月27日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提

出

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提

出日以降、本発行登録書提出日（2025年8月27日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在にお

いてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

　なお、これら将来に関する事項は、本発行登録書提出日現在において入手可能な情報に基づき判断したものでありま

す。これらの記載は、実際の結果とは異なる可能性があり、当社はこれらの記載のうち、いかなる内容についても、確

実性を保証するものではありません。

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
三菱ＨＣキャピタル株式会社　本店

（東京都千代田区丸の内一丁目5番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス

（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス

（大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店

（横浜市西区北幸一丁目11番5号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第三部【保証会社等の情報】
　該当事項はありません。



「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

会社名 三菱ＨＣキャピタル株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

１　当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。

２　当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。

３　当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。

1,538,986百万円

（参考）

（2023年7月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

939.9円 × 1,466,912,244株 ＝ 1,378,750百万円

（2024年7月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

1,090.5円 × 1,466,912,244株 ＝ 1,599,667百万円

（2025年7月31日の上場時価総額）

東京証券取引所に
おける最終価格

発行済株式総数

1,117.0円 × 1,466,912,244株 ＝ 1,638,540百万円



事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

１．事業内容の概要 

当社グループは、当社、子会社 443 社および関連会社 83 社で構成（2025 年 3 月 31 日現在）されており、当社グルー

プの主な事業内容は以下のとおりです。 

 

報告セグメント 主な事業内容 

カスタマーソリューション 

法人・官公庁向けファイナンスソリューション事業、 

省エネソリューション事業、ベンダーと提携した販売金融事業、 

不動産リース事業、金融サービス事業 

海外地域 
欧州・米州・中国・ASEAN 地域におけるファイナンスソリューション事業、 

ベンダーと提携した販売金融事業 

環境エネルギー 再生可能エネルギー事業、環境関連ファイナンスソリューション事業 

航空 航空機リース事業、航空機エンジンリース事業 

ロジスティクス 海上コンテナリース事業、鉄道貨車リース事業 

不動産 
不動産ファイナンス事業、不動産投資事業、 

不動産アセットマネジメント事業 

モビリティ オートリース事業および付帯サービス 

  



２．主要な経営指標等の推移 

（１）連結経営指標等 

回次 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 

決算年月 2021 年 3 月 2022 年 3 月 2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月 

売上高 （百万円） 947,658  1,765,559  1,896,231  1,950,583 2,090,808 

経常利益 （百万円） 64,968  117,239  146,076  151,633 193,594 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
（百万円） 55,314  99,401  116,241  123,842 135,165 

包括利益 （百万円） 53,066  174,586  265,136  220,222 160,575 

純資産額 （百万円） 817,906  1,333,467  1,551,029  1,705,345 1,804,523 

総資産額 （百万円） 6,014,896  10,328,872  10,726,196  11,149,858 11,762,332 

1 株当たり純資産額 （円） 901.66  912.19  1,064.46  1,174.88 1,246.64 

1 株当たり当期純利益 （円） 62.07  69.24  80.95  86.30 94.19 

潜在株式調整後 1 株当たり 

当期純利益 
（円） 61.84  69.06  80.71  86.06 93.98 

自己資本比率 （％） 13.4  12.7  14.3  15.1 15.2 

自己資本利益率 （％） 7.0  8.0  8.2  7.7 7.8 

株価収益率 （倍） 10.8  8.2  8.4  12.4 10.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 199,314  195,845  46,752  △49,128 △296,884 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 1,220  △107,879 △127,322 143,336 △96,977 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △372,808 △192,157 △8,948 △222,977 353,628 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
（百万円） 286,213  520,083  460,486  335,307 290,805 

従業員数 
（人） 

3,284  8,803  8,648  8,424 8,380 

（外、平均臨時雇用者数） (372) (1,569) (1,462) (1,383) (1,336) 

（注）1． 第 51 期より、「リース取引における再リース収入の計上に係る処理方法」、「リース取引のうち金融として取扱

う取引の処理方法」、「繰延資産（社債発行費）の処理方法」について会計方針を変更したため、第 50 期につい

ても当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しています。 

2． 第 53 期より、業績連動型株式報酬制度を導入しています。業績連動型株式報酬制度として信託が保有する当社株

式を、1 株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めています。また、1 株当

たり当期純利益および潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する

自己株式数に含めています。 

  



（２）提出会社の経営指標等 

回次 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 

決算年月 2021 年 3 月 2022 年 3 月 2023 年 3 月 2024 年 3 月 2025 年 3 月 

売上高 （百万円） 492,019  838,475  764,506  755,707 734,545 

経常利益 （百万円） 61,392  34,008  79,910  73,293 59,934 

当期純利益 （百万円） 63,399  51,584  82,204  82,798 47,493 

資本金 （百万円） 33,196  33,196  33,196  33,196 33,196 

発行済株式総数 （株） 895,834,160  1,466,912,244  1,466,912,244  1,466,912,244 1,466,912,244 

純資産額 （百万円） 557,554  880,601  881,212  851,108 861,780 

総資産額 （百万円） 4,181,294  5,700,025  5,317,966  4,963,571 4,989,602 

1 株当たり純資産額 （円） 623.69  612.00  612.09  592.04 599.36 

1 株当たり配当額 
（円） 

25.50  28.00  33.00  37.00 40.00 

（内 1 株当たり中間配当額） (12.75) (13.00) (15.00) (18.00) (20.00) 

1 株当たり当期純利益 （円） 71.14  35.93  57.24  57.70 33.10 

潜在株式調整後 1 株当たり 

当期純利益 
（円） 70.87  35.84  57.08  57.54 33.02 

自己資本比率 （％） 13.3  15.4  16.5  17.1 17.2 

自己資本利益率 （％） 11.9  5.7  9.4  9.6 5.6 

株価収益率 （倍） 9.4  15.9  11.9  18.5 30.4 

配当性向 （％） 35.8  77.9  57.7  64.1 120.8 

従業員数 
（人） 

1,412  2,235  2,182  2,140 2,102 

（外、平均臨時雇用者数） (112) (289) (282) (283) (256) 

株主総利回り （％） 130.4  117.2  144.8  224.3 220.1 

（比較指標：配当込み TOPIX） （％） (142.1) (145.0) (153.4) (216.8) (213.4) 

最高株価 （円） 699.0 670.0 747.0 1,095.5 1,102.0 

最低株価 （円） 437.0 521.0 558.0 675.0 854.0 

（注）1． 最高株価および最低株価は、2022 年 4 月 3 日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022 年 4 月

4 日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものです。 

2． 第 51 期より、「リース取引における再リース収入の計上に係る処理方法」、「リース取引のうち金融として取扱

う取引の処理方法」、「繰延資産（社債発行費）の処理方法」について会計方針を変更したため、第 50 期につい

ても当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しています。 

3． 第 53 期より、業績連動型株式報酬制度を導入しています。業績連動型株式報酬制度として信託が保有する当社株

式を、1 株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めています。また、1 株当

たり当期純利益および潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する

自己株式数に含めています。 



【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年10月2日

【会社名】 三菱ＨＣキャピタル株式会社

【英訳名】 Mitsubishi HC Capital Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 2025年8月27日

【発行登録書の効力発生日】 2025年9月4日

【発行登録書の有効期限】 2027年9月3日

【発行登録番号】 7－関東1

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　600,000百万円

【発行可能額】 600,000百万円

（600,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（　）内は発行価額の総額の合計額）に基づき

算出しております。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

2025年10月2日（提出日）であります。

【提出理由】 2025年8月27日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第

一部　証券情報」「第１　募集要項」の記載について訂正を

必要とするため、本訂正発行登録書を提出いたします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス

（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス

（大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店

（横浜市西区北幸一丁目11番5号）



【訂正内容】

第一部　【証券情報】

第１【募集要項】

<三菱ＨＣキャピタル株式会社第21回無担保社債（社債間限定同順位特約付）に関する情報>

１【新規発行社債】

（訂正前）

未定

（訂正後）

本発行登録の発行予定額のうち、金20,000百万円を社債総額とする三菱ＨＣキャピタル株式会社第21回無担保社債（社

債間限定同順位特約付）（以下「本社債」という。）を利率年1.350％～年1.950％の範囲内で、下記の概要にて発行する

予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限および担付切換条項を特約する予定であります。

各社債の金額　　　：100万円

発行価格　　　　　：額面100円につき金100円

償還金額　　　　　：額面100円につき金100円

条件決定日（予定）：2025年10月17日

申込期間（予定）　：2025年10月20日から2025年10月29日まで

払込期日（予定）　：2025年10月30日

償還期限（予定）　：2030年10月30日

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（訂正前）

未定

（訂正後）

社債の引受け

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しています。

引受人の氏名又は名称 住所

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

（注）１．本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第153条第1項第4号ハに掲げ

る社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループの持分法適用会社であり、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率（以下「発行価格等」と

いう。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引

受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定する予定であります。

２．元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件に

ついては、利率の決定日に決定する予定であります。



３．引受人のうち三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関

に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：株式会社三菱ＵＦＪ銀行

住所：東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

住所：東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店

舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

社債管理の委託

社債管理者の名称 住所

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号



【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年12月16日

【会社名】 三菱ＨＣキャピタル株式会社

【英訳名】 Mitsubishi HC Capital Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 2025年8月27日

【発行登録書の効力発生日】 2025年9月4日

【発行登録書の有効期限】 2027年9月3日

【発行登録番号】 7－関東1

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　600,000百万円

【発行可能額】 540,000百万円

（540,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（　）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出

しております。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

2025年12月16日（提出日）であります。

【提出理由】 臨時報告書を2025年12月16日に関東財務局長に提出しました。

この臨時報告書の提出により、当該書類を2025年8月27日付で提

出した発行登録書の参照書類とします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス

（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス

（大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店

（横浜市西区北幸一丁目11番5号）



【訂正内容】
　訂正内容は、表紙の「提出理由」に記載の通りです。



【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年12月22日

【会社名】 三菱ＨＣキャピタル株式会社

【英訳名】 Mitsubishi HC Capital Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 2025年8月27日

【発行登録書の効力発生日】 2025年9月4日

【発行登録書の有効期限】 2027年9月3日

【発行登録番号】 7－関東1

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　600,000百万円

【発行可能額】 540,000百万円

（540,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（　）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出

しております。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

2025年12月22日（提出日）であります。

【提出理由】 臨時報告書を2025年12月22日に関東財務局長に提出しました。

この臨時報告書の提出により、当該書類を2025年8月27日付で提

出した発行登録書の参照書類とします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス

（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス

（大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店

（横浜市西区北幸一丁目11番5号）



【訂正内容】
　訂正内容は、表紙の「提出理由」に記載の通りです。



【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年1月6日

【会社名】 三菱ＨＣキャピタル株式会社

【英訳名】 Mitsubishi HC Capital Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 2025年8月27日

【発行登録書の効力発生日】 2025年9月4日

【発行登録書の有効期限】 2027年9月3日

【発行登録番号】 7－関東1

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　600,000百万円

【発行可能額】 540,000百万円

（540,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（　）内は発行価額の総額の合計額）に基づき算出

しております。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

2026年1月6日（提出日）であります。

【提出理由】 臨時報告書を2026年1月6日に関東財務局長に提出しました。こ

の臨時報告書の提出により、当該書類を2025年8月27日付で提出

した発行登録書の参照書類とします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス

（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス

（大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店

（横浜市西区北幸一丁目11番5号）



【訂正内容】
　訂正内容は、表紙の「提出理由」に記載の通りです。



【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年2月13日

【会社名】 三菱ＨＣキャピタル株式会社

【英訳名】 Mitsubishi HC Capital Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　社長執行役員　久井　大樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】 03(6865)3005

【事務連絡者氏名】 理事　財務部長　阪井　剛

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 2025年8月27日

【発行登録書の効力発生日】 2025年9月4日

【発行登録書の有効期限】 2027年9月3日

【発行登録番号】 7－関東1

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額　600,000百万円

【発行可能額】 540,000百万円

（540,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

（下段（　）内は発行価額の総額の合計額）に基づき

算出しております。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

2026年2月13日（提出日）であります。

【提出理由】 2025年8月27日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第

一部　証券情報」「第１　募集要項」の記載について訂正を

必要とするため、本訂正発行登録書を提出いたします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社名古屋オフィス

（名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大阪オフィス

（大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）

三菱ＨＣキャピタル株式会社大宮支店

（さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）

三菱ＨＣキャピタル株式会社横浜支店

（横浜市西区北幸一丁目11番5号）



【訂正内容】

第一部　【証券情報】

第１【募集要項】

<三菱ＨＣキャピタル株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）に関する情報>

１【新規発行社債】

（訂正前）

未定

（訂正後）

本発行登録の発行予定額のうち、金20,000百万円を社債総額とする三菱ＨＣキャピタル株式会社第24回無担保社債（社

債間限定同順位特約付）（以下「本社債」という。）を利率年1.800％～年2.400％の範囲内で、下記の概要にて発行する

予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限および担付切換条項を特約する予定であります。

各社債の金額　　　：100万円

発行価格　　　　　：額面100円につき金100円

償還金額　　　　　：額面100円につき金100円

条件決定日（予定）：2026年2月27日

申込期間（予定）　：2026年3月2日から2026年3月11日まで

払込期日（予定）　：2026年3月12日

償還期限（予定）　：2031年3月12日

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（訂正前）

未定

（訂正後）

社債の引受け

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しています。

引受人の氏名又は名称 住所

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

（注）１．本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第153条第1項第4号ハに掲げ

る社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループの持分法適用会社であり、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率（以下「発行価格等」と

いう。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引

受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定する予定であります。

２．元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件に

ついては、利率の決定日に決定する予定であります。



３．引受人のうち三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関

に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：株式会社三菱ＵＦＪ銀行

住所：東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

住所：東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店

舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

社債管理の委託

社債管理者の名称 住所

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
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【訂正内容】

第一部　【証券情報】

第１【募集要項】

<三菱ＨＣキャピタル株式会社第（未定）回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボン

ド）に関する情報>

１【新規発行社債】

（訂正前）

未定

（訂正後）

本発行登録の発行予定額のうち、金（未定）百万円を社債総額とする三菱ＨＣキャピタル株式会社第（未定）回無担保

社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）（以下「本社債」という。）を下記の概要にて募

集する予定であります。

各社債の金額　　　：1億円

発行価格　　　　　：額面100円につき金100円

払込期日（予定）　：2026年2月以降（注）

（注）具体的な日付は今後決定する予定であります。

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（訂正前）

未定

（訂正後）

社債の引受け

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。

引受人の氏名又は名称 住所

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号

その他の引受人は未定（注）２． ―

（注）１．本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第153条第1項第4号ハに掲

げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱ＵＦＪモ

ルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループの持分法適用会社であり、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱ＵＦ

Ｊフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率（以下「発行

価格等」という。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める

「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定する

予定であります。

２．その他の引受人の氏名又は名称および住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率

の決定日に決定する予定であります。



「第一部 証券情報」「第２ 売出要項」の次に以下の内容を追加します。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

<三菱ＨＣキャピタル株式会社第（未定）回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボン

ド）に関する情報>

トランジション・リンク・ボンドとしての適合性について

当社は本社債をトランジション・リンク・ボンドとして発行するにあたり、当社グループにおいて「トランジション・

ファイナンス・フレームワーク」（以下「本フレームワーク」という。）を策定しました。

本フレームワークは、独立した外部機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社から、以下の原則お

よびガイドライン等との適合性に関する第三者意見（セカンド・パーティ・オピニオン）を取得しています。

・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023（国際資本市場協会（ICMA））

・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2025年版（金融庁、経済産業省、環境省）

・グリーンボンド原則2025（ICMA）

・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024（ICMA）

・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版（環境省）

・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版（環境省）

・グリーンローン原則2025（ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）・アジア太平洋ローン・マーケット・ア

ソシエーション（APLMA）・ローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション（LSTA））

・サステナビリティ・リンク・ローン原則2025（LMA・APLMA・LSTA）

トランジション・ファイナンス・フレームワーク

１．クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等に基づく開示事項

１．１クライメート・トランジション戦略とガバナンス

１．１．１クライメート・トランジション戦略

当社は、当社グループが持続的に成長するうえで優先的に取り組むべきテーマの一つである「脱炭素社会の推進」の

実効性をさらに高めるため、「カーボンニュートラル社会の実現に向けた移行計画（以下「移行計画」という。）」を

策定しました。

移行計画は、事業活動を通じた「脱炭素社会の推進」、価値創造プロセスの取り組みテーマである「サステナブルか

つレジリエントなアセットへの転換」に関する具体的な取り組みについて、TPT開示フレームワークや「クライメー

ト・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」等の各種ガイドラインに基づきまとめたものです。自社の事業

活動にともなう温室効果ガス排出量（Scope1およびScope2）、ならびに、主にお客さまによるリース資産の使用にとも

なう温室効果ガス排出量（Scope3）について2050年までにカーボンニュートラル（ネットゼロ）をめざします。

なお、移行計画は、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社による第三者評価を得ています。

自社の温室効果ガス排出量の削減

当社グループの温室効果ガス排出量は、オフィスでの電力使用や営業車の燃料使用が大宗を占めます。欧州グループ

会社における全社用車のEV化や旧日立キャピタルと旧三菱ＵＦＪリースとの合併にともなう拠点統廃合等により、

Scope1およびScope2の目標を開示して以降、着実に温室効果ガス排出量を削減してきました。

今後は、営業活動におけるデジタルツールを活用した省エネルギーの推進や追加性のある電力、証書の購入、営業車

のカーボンニュートラル化等を通じて、国内外で温室効果ガス排出量を削減し、目標達成をめざしていきます。



当社グループのScope1～Scope3排出量の全体像

当社グループの温室効果ガス排出量の大宗は、GHGプロトコルにて規定されているScope3のカテゴリー13（リース資

産（下流））およびカテゴリー15（投資）であり、これらは主に当社グループのリース・投融資先の温室効果ガス排出

量です。この温室効果ガス排出量を見える化し、お客さまの事業環境を十分に理解したうえで、排出源となるアセット

を、順次サステナブルかつレジリエントなアセットへ転換し、その結果として温室効果ガス排出量を削減することが、

2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な取り組みと考えています。



１．１．２ガバナンス

サステナビリティ推進体制

持続可能で豊かな未来に貢献する存在となるべく、当社は経営会議の諮問委員会の1つとして「サステナビリティ委

員会」を設置しています。当委員会は、気候変動問題をはじめサステナビリティに関連する重要課題を審議し、その結

果を経営会議ならびに取締役会に報告しています。

当社は「脱炭素社会の推進」を含むマテリアリティをサステナビリティ委員会、経営会議の審議を経て、取締役会決

議により特定しており、取締役会は主要なアセット・事業における中間目標（指標）とその目標の進捗状況を確認して

います。

サステナビリティ推進に関する全社方針の策定

当社グループは、環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価および管理するプロセスを構築し、事業活動と

バリューチェーン全体に対し、責任ある行動をとることをめざしています。これにより、環境・社会に対するリスクか

ら波及する信用リスクやアセットリスク、投資リスク等といった既存リスクへのさまざまな悪影響を抑制・回避するだ

けでなく、持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定の合意事項の達成に向けた取り組みにも貢献できると考えていま

す。また、マテリアリティの議論を踏まえ、環境・社会に対する負の影響が存在する可能性が高い領域についての考え

方を明確にするため、サステナビリティに関する全社方針である「環境・社会への負の影響を踏まえた取り組みガイド

ライン」および関連手続を制定しています。個別案件の検討時には、本方針および関連手続に沿った適切な運用を営業

組織、コーポレート部門、経営層を交えて、運営、管理しています。

１．２ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ



１．２．１環境面のマテリアリティ

当社は、経営理念・経営ビジョンと関連付けたマテリアリティを6項目特定しており、その中で「脱炭素社会の推

進」を設定しています。

１．２．２シナリオの考慮

当社は、将来の気候変動が当社グループの事業に及ぼすリスクと機会を把握するとともに、適切な情報開示や今後の

施策の検討を目的に、「移行リスク」および「物理的リスク」に関するシナリオ分析を行っています。

シナリオ分析では、主要なセクター（エネルギー・運輸・素材、建築物）について、国際エネルギー機関（IEA）が

公表しているNet Zero Emissions by 2050 Scenario（1.5℃シナリオ）やStated Policies Scenario（STEPSシナリ

オ）等に基づいてシナリオ分析を行い、分析結果を踏まえて移行計画を策定しています。

１．３科学的根拠のある戦略、目標、経路

１．３．１環境面のマテリアリティ

移行計画におけるアセット・事業ごとの中間目標の設定およびその取り組みにあたっての考え方として、カーボン

ニュートラル社会の実現に向けた国際機関の指標や各国の政府目標等が公表されているアセットは、それらを参照し、

中間目標の達成基準が部分的にパリ協定の水準と整合していることを確認しています。その他のアセットは、野心的な

水準を中間目標の達成基準として設定しています。

１．３．２エンゲージメント

当社グループは、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みとして、ステークホルダーエンゲージメントに

重点を置いています。お客さまとの連携体制の構築、政府・業界団体との協力、地域社会との関係強化、イニシアチブ

への積極的な参加等、幅広いステークホルダーとの関係構築に取り組んでいます。

TCFD提言に基づく情報開示

当社グループは、持続可能で豊かな未来社会の実現に向けて、世界各地のお客さま、パートナー企業とともに、社会

的課題の解決に取り組んでいます。気候変動については、地球環境や人々の生活、企業活動に重大な影響を及ぼす深刻

な社会的課題と捉えており、環境に関わるマテリアリティとして「脱炭素社会の推進」「サーキュラーエコノミーの実

現」を掲げています。

また、2021年11月に「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同を表明し、当社グループにおけ

る温室効果ガスの排出量削減に向けた取り組みの強化を進めています。また、事業活動を通じてお客さまの脱炭素化に

貢献することで、脱炭素社会の実現に取り組んでいます。

＜指標および目標＞

脱炭素社会の実現に向けた取り組みは喫緊の課題との認識から、当社グループの温室効果ガス削減目標をパリ協定に

準じて設定し、脱炭素社会への移行を「機会」と捉え積極的に推進していきます。

短期（毎年） 中期（～2030年度） 長期（～2050年度）

GHG排出量

（Scope1およびScope2）
－ 2019年度比△55％ ネットゼロ

エネルギー使用量

（国内）
前年度比△1％ － －

GXリーグへの参画

2023年5月、当社は、カーボンニュートラルに向けた経済社会システムの変革をめざす経済産業省の「GXリーグ」に

参画いたしました。

当社は、今般のGXリーグへの参画により、カーボンニュートラルに向けた多様なビジネス機会の創出・共有を目的と

する議論に参加することで、将来のエコシステムの構築に積極的に関わってまいります。そのうえで、脱炭素に資する



ソリューションの提供をもってその推進をリードするとともに、2050年のカーボンニュートラルの実現と社会変革を見

据えたGXに取り組むことで、持続可能で豊かな未来に貢献してまいります。

１．４実施の透明性

１．４．１投資計画

当社は、移行計画を投資計画や各事業の技術的な取り組みと連動させた形で構築しています。具体的には、シナリオ

分析結果に基づき、主要な事業分野（エネルギー、運輸、素材・建築物）において、以下の通りそれぞれ2024年度から

2030年度の投資計画を開示しています。投資計画にはCapex（設備投資）とOpex（業務費や運営費）を区別して開示し

ており、計画の実行を具体性、透明性をもって進めることができる体制になっています。尚、市場環境や事業の進捗に

応じて投資計画は変わっていく事が想定されるため、必要に応じて移行計画の更新等を通じて開示を行って参ります。

・再生可能エネルギー需要の増加にともない、収益機会も増加が見込まれることから、「国内運転開始済みの持分出

力」を指標として、2030年度の目標を約2.3GWと設定し、その達成に向けて、2024年度から2030年度までに約3,500億

円のCAPEX（再生可能エネルギー事業への新規投資額）を投資計画として見込んでいます。この投資により、2030年

時点で年間約70億円のOPEX（土壌汚染等環境対策費用を含む、販売費および一般管理費）を見込んでいます。

・新型航空機は、現行航空機に比べて燃費効率が15～20％向上する見込みであるため、認識したリスクの抑制、機会の

獲得、およびカーボンニュートラル社会の実現に向けた事業ポートフォリオの変革を企図して、「ポートフォリオの

新型航空機比率」を指標として、2030年度の目標を83％と設定し、その達成に向けて、2024年度から2030年度までに

約2兆円のCAPEX（新型航空機を対象とする契約実行高）を投資計画として見込んでいます。

・グリーンビルティング認証を取得した物件（低炭素物件）は、非グリーンビルディング認証物件と比較して高い競争

力が見込まれることから、認識したリスクの抑制、機会の獲得、およびカーボンニュートラル社会の実現に向けた事

業ポートフォリオの変革を企図して、「ポートフォリオのグリーンビルディング比率」を指標として、2030年度の目

標を64％と設定し、その達成に向けて、2024年度から2030年度までに約500億円のCAPEX（グリーンビルディングを対

象とする新規投資額）を投資計画として見込んでいます。

１．４．２公正な移行

カーボンニュートラル社会の実現に向けた道筋やプロセスは、国、地域、産業によって異なります。また、リース物

件等の選定は、お客さまが主体的に行います。したがって、気候変動や生物多様性等の環境問題の解決にあたっては、

国、国際機関が公表しているガイドライン、地域ごとの事業の特性およびお客さまの目標設定状況等を勘案し、必要に

応じて地域住民を含むステークホルダーとの対話を丁寧に行い理解を得ながら取り組んでいきます。

２．サステナビリティ・リンク・ボンド原則等に基づく開示事項

２．１当社のトランジション戦略・計画の実現に向けた取り組みを実施するための資金調達

２．１．１KPIs（重要な評価指標）の選定

本フレームワークに基づき実行するトランジション・リンク・ファイナンスについては、移行計画における目標に関

連した以下のいずれかまたは複数のKPIsを使用します。当社グループ自身のGHG（Scope1およびScope2）を削減する目

標（KPI-1）に加え、ポートフォリオ排出量（Scope3）の削減に向けた当社グループ主要セグメントごとのアセット・

事業に関する目標（KPI-2～KPI-4）を選定しています。

KPI-1 Scope1およびScope2における温室効果ガス排出削減率

KPI-2 ポートフォリオの新型航空機比率

KPI-3 不動産ポートフォリオのグリーンビルディング比率

KPI-4 脱炭素関連資産を対象とするリース契約実行高累計

なお、本社債においてはKPI-1およびKPI-2を使用する予定です。

＜定義＞

KPI-1：当社および主要連結子会社を集計範囲とし、GHGプロトコルの算定ルールに基づき算出したScope1とScope2の合

計の温室効果ガス排出量をもとに、2019年度からの削減率を算定



KPI-2：当社子会社のJackson Square Aviationの事業を対象。現行航空機に比して燃費効率が良く、CO₂排出量の少な

い機体を「新型航空機」と定義。対象機体はA220 / A320NEO / A321NEO / A330NEO / A350 / B737MAX / B787。目標・

実績はともに正味帳簿価額ベースで算定

KPI-3：不動産事業において当社グループが一定程度コントロール可能な資産（三菱ＨＣキャピタルリアルティの投資

物件）および当社がスポンサーとなり、当社グループであるアセットマネジメント会社が運用する預かり資産（三菱Ｈ

Ｃキャピタル不動産投資顧問の私募REIT+センターポイント・ディベロップメントの私募ファンド等）の内、環境認証

物件（CASBEE、DBJ Green Building、BELS等）または100％再エネ導入物件のシェア（棟数ベース）

KPI-4：2024年度以降における主として以下を対象とする設備のリース契約実行高累計

①グリーンファイナンスで一般的に求められるCO₂排出削減効果が期待出来る設備

②エネルギー環境適合製品

③ESGリース促進事業対象機器

＜実績＞

2019年度 2022年度 2023年度 2024年度

KPI-1 基準年 31.3％ 41.8％ 60.5％

KPI-2 － 66％ 72％ 76％

KPI-3 － － 38％ 65％

KPI-4 － － － 116億円

２．１．２SPTsの設定

本フレームワークに基づき実行するトランジション・リンク・ファイナンスにおいては、以下のいずれかまたは複数

のSPTsを使用します。

当社グループは、自社の事業活動にともなう温室効果ガス排出量の削減に向け、営業活動におけるデジタルツールを

活用した省エネルギーの推進や追加性のある電力、証書の購入、営業車のカーボンニュートラル化等を国内外で推進し

ます。また、主にお客さまによるリース資産の使用にともなう温室効果ガス排出量の削減に向け、温室効果ガス排出量

を見える化し、お客さまの事業環境を十分に理解したうえで、排出源となるアセットを、順次サステナブルかつレジリ

エントなアセットへ転換していきます。

SPT-1

2031年度までにScope1およびScope2における温室効果ガス排出量57％削減に向けた、2025年度以降の

各年度の目標

（基準年度：2019年度）

SPT-2 2031年度までに航空機ポートフォリオの新型機比率83％に向けた、2025年度以降の各年度の目標

SPT-3
2031年度までに不動産ポートフォリオのグリーンビルディング比率66％に向けた、2025年度以降の各

年度の目標

SPT-4
2031年度までに脱炭素関連資産を対象とするリース契約実行高累計1,218億円に向けた、2025年度以

降の各年度の目標

なお、本社債においてはSPT-1およびSPT-2を使用する予定です。

当社グループは、2031年度時点での目標に加えて、以下の通り、2025年度以降の各年度における目標をあらかじめ本

フレームワークにて設定しております。適用されるSPTsの目標年度およびSPTsの判定日については、各ファイナンス実

行時の法定開示書類（債券の場合）または契約書類（ローンの場合）にて特定します。

年度 2019 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

SPT-1 基準年 30％ 35％ 40％ 45％ 50％ 55％ 57％

SPT-2 － 78％ 80％ 82％ 82％ 83％ 83％ 83％

SPT-3 － 47％ 54％ 59％ 61％ 63％ 64％ 66％

SPT-4 － 230億円 362億円 507億円 664億円 835億円 1,020億円 1,218億円

なお、SPT-1に関しては、判定日が2032年度以降となる場合、本フレームワーク記載の2031年度目標と2050年度目標

（CO₂ネットゼロ）の間を線形補間した数値をSPTとして設定することができます。

ただし、ファイナンス実行時点において当社グループが2031年度以後の目標を更新している場合、前述の数値に優先



して新たに設定された目標（年限によっては線形補間により設定された数値とします）を新たなSPTとして設定するこ

とを検討します。適用されるSPTの数値およびSPTの判定日については、各ファイナンス実行時の法定開示書類（債券の

場合）または契約書類（ローンの場合）にて特定します。

２．１．３債券の特性

SPTsの達成状況により、本社債の特性は変動します。

ただし、本社債の発行時点で予見し得ない状況により、KPIsの測定方法・対象範囲、SPTsの設定、および前提条件に

重要な影響を与える可能性のある事象（M&A活動、規制等の制度面の大幅な変更、または異常事象の発生等）が発生し

た場合には、変更内容の説明について当社または当社グループ会社のウェブサイトにて開示する予定です。

また、SPTsの設定等に重大な変更があった場合や、SPTsを早期に達成しかつ判定日までの維持が容易であると判断さ

れる場合においては、当社または当社グループ会社はこれら変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の野心度合い

のSPTsを設定すること等について関係者と協議し、必要に応じて第三者評価機関よりセカンド・パーティー・オピニオ

ンを取得する予定です。

本社債は、SPTsが達成された旨が記載された第三者検証済のレポーティングが判定日までになされなかった場合、償

還期日までに、SPT-1が未達成の場合は本社債発行額の0.05％相当額、SPT-2が未達成の場合は本社債発行額の0.05％相

当額を適格寄付先に寄付をします。適格寄付先とは、未達となったSPTsの改善に関連する公益社団法人・公益財団法

人・一般財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体・国公立大学法人・学校法人・研究機関やそれに準ず

る組織です。

寄付先については、償還期日までに必要な承認を得て決定します。

２．１．４レポーティング

当社または当社グループ会社は、以下の項目についてレポーティングを実施します。レポーティング対象期間は、レ

ポーティング日の属する会計年度の前会計年度です。レポーティング内容は、当社または当社グループ会社のウェブサ

イト上に開示します。

NO. レポーティング内容 レポーティング時期

1 KPIsの実績値
トランジション・リンク・ファイナン

ス実行の翌年度を初回とし、判定日ま

で年次で開示

2 SPTsの達成状況

3
SPTs達成に影響を与える可能性のある情報（当社グループの非財務

目標の更新等）

4 SPTsが未達で「寄付」を選択した場合の寄付額および寄付先 適時に開示

２．１．５検証

当社または当社グループ会社は、KPIsの実績に関し、判定日が到来するまで年次で独立した第三者から検証を取得す

る予定です。




